
 

 

○○中学校の人権教育目標 

★子どもの発達段階に即して、何をできるよ

うさせたいのか、「付けたい力」を明確にし、

目標として表現すること。 

★教職員だけではなく、子ども自身も目標を

理解していること。 

★全体計画には、道徳科や、総合的な学習の

時間、特別活動、生徒指導、進路指導等の教

科外の取組のうち、人権教育と関連を図るこ

とができるものを位置付けること。また、必

要に応じて、家庭・地域、関係機関等と連携

した取組を位置付けること。 

第１学年の人権教育目標 

（重点目標） 

第２学年の人権教育目標 

（重点目標） 

第３学年の人権教育目標 

（重点目標） 

人権教育目標を設定する 

〈全体計画を立てる〉 

■本冊子の該当箇所 

・人権教育目標の設定………１３ページ 

・全体計画（全体構想図）…２１ページ 

★「目指すべき子どもの姿」「目指すべき集

団」として卒業時点の状態を想定すること。 

子どもの実態を 

把握する 

★「自他の人権を大切

にする力」が十分身に

付いていないために生

じている言動に留意す

ること。 

（例） 

・いじめ 

・デート DV 

・他者を軽んじた振る舞い 

・差別や偏見 

教職員全体で 教職員全体で 

★子どもへのアンケー

トや面談、教職員の観

察 等 か ら 把 握 す るこ

と。また、学校評価等

を活用し、保護者や地

域の実情を知ること。 

   
人権教育の進め方 

人権教育を進めるに当たって、子どもの現実の姿から離れた取組にならないよう、家庭や地域の実態も踏まえ、

子どもの姿をしっかりと見据えておく必要があります。子どもの実態把握に始まり、子どもの変容の姿を見きわ

め、次の取組につなげられるような人権教育を推進するには、次のような手順が考えられます。 
 ４ 

9



 

第１学年の年間指導計画 

 

第２学年の年間指導計画 

第３学年の年間指導計画 

年間指導計画を作成する 

★学年で、各教科等から、子ども

に「付けたい力」を育成すること

のできる取組を取り出すこと。 

★各人権課題の学習について、各

教科等の学習内容や発達段階を

考慮し、バランスよく位置付ける

こと。 

■本冊子の該当箇所 

・年間指導計画……２３ページ 

■本冊子の該当箇所 

・学習指導案…………………２９ページ 

・子どもの成長や変容に関する評価と活用 

……３６ページ 

・人権教育の点検・評価……４３ページ 

 

評価する 

次 

年 

度 

の 

取 

組 

へ 

 

取 

組 

の 

実 

施 

人権教育推進委員会や 

学年団で 

学年団、 

人権教育 

推進委員会、 

教職員 

全体で 

★取組の効果

を検証し、その

結果を次の取

組の改善につ

なげること。 

 
成果を検証し、次年度の課題を明確

にし、計画の修正や新たな取組の立

案等に反映させること。 

〈年間の人権教育を評価する〉 

子どもが作成したレポートや作文、

子どもの自己評価・相互評価の記録、

教職員による観察やアンケートなど

を活用し、子どもの成長や変容を評

価すること。 

〈子どもの変容を見きわめる〉 

【人権を尊重する環境づくり】 
人権教育においては、その教育内容や方法の在り方とともに、教育・学習の場そのものの在り方が極め

て重要な意味を持ちます。子どもが、豊かな人間関係を通して、一人の人間として大切にされているとい

う実感を持てるようにし、自他を尊重しようとする感覚や仲間としての連帯感、自尊感情を育んでいくこ

とができるよう集団づくり等に取り組むことも大切です。 
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〈コラム〉目指す姿を考える

人権教育を進めるに当たっては、まず、各学

校で子どもの人権が大切にされていない状況が

ないかどうか、教職員で確認しましょう。そし

て、子どもたちがどのような姿や集団になるこ

とが望ましいのか考えます。このとき、人権教

育は、いじめ等の人権問題解決の「即効薬」で

はなく、未然防止や不幸にしてそれが生じた場

合の解決に必要な資質・能力を育てるものであ

ることに留意し、全ての子どもの資質・能力の

育成の必要性について共通理解しておくことが

大切です。そのうえで、望ましい姿や集団への

変容に必要な資質・能力を「知識」「価値・態

度」「技能」の三つの側面から考えましょう。

具体的には、このような

として捉えることができます。

知識

○自由、責任、正義、平等などについて理

解している。

○人権の発展の歴史、人権侵害の歴史や現

状について理解している。

○自分や他の人の人権を守りたいときに、

支援してくれる機関や、伝え方を知って

いる。

○様々な人権課題の現状や課題について理

解している。 など

こんな姿、見かけませんか？
子どもの人権が大切にされていない……

人権に関する
知的理解

実践行動に結び付きにくい
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こんな子どもに育ってほしい！

●悪口を言ったり、仲間はずれにしたりしない。

●相手を非難や攻撃しないで、自分の言い分を伝え

ることができる。
●互いを尊重して、対等な関係をつくることができる。

●嫌な思いをしたり、不当な扱いを受けたりしたと

きには、誰かに相談することができる。

●ルールを守り、自他の人権を尊重して、インター

ネット等を活用することができる。

具体的には、このような

や と

して捉えることができます。

価値・態度 技能

を深めるとともに を育成することによって、自

他の人権を守る実践力、行動力を育てることができます。どちらか一方だけでは、実

践行動に結び付きにくいため、両者をバランスよく育成することが大切です。

人権感覚

人権に関する知的理解 人権感覚

○自分も他の人も尊重しようとする。

○多様性を受け入れ、肯定的に捉えようと

　する。

○他の人の話をしっかりと聴き、自分の思

　いも適切な方法で伝えることができる。

○他の人と対等で豊かな関係を築くことが

　できる。　　など

実践行動に結び付きにくい
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人権教育目標の設定

１ 各学校における人権教育目標の設定 指導等の在り方編16ページ 実践編７ページ

各学校においては、校長のリーダーシップの下、校内の運営委員会や職員会議等を通して全

教職員の共通理解を図り設定します。
学校としての人権教育の目標を設定するに当たっては、様々な人権問題の解決に資する教育
の大切さを十分に認識した上で、「人権が尊重される社会の実現」という未来志向的、建設的

な目標となるよう、留意することが重要です。
同時に、こうした目標設定の取組を通じ、人権教育とは、人権に関する知的理解だけでなく、
[自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること]ができるような人権感覚の育成を目指す

ものであること、人権感覚の育成のためには、自尊感情を培うとともに、共感能力や想像力、
人間関係調整力を育むことが求められること等について、教職員の共通理解を図っていく必要
があります。
これらを踏まえつつ、各学校がこれまでの活動の中で取り組んできたことや、子どもの実態、

地域の実情等も考慮し、目指すべき子どもの姿や集団の状態を具体的に想定することが大切で
す。

２ 各学年ごとの目標

学校の人権教育の目標が決まったら、学年ごとの目標を設定します。子どもの発達段階に即

して、目指す子どもの姿や集団を想定し、何をできるようにさせたいのか、「付けたい力」を
明確にすることが大切です。学年ごとの目標に応じて、資質・能力の育成も段階的に進められ
ることが重要です。

作成に当たっては、人権教育の担当者と各学年の教職員で話し合い、共通理解を図っておく
必要があります。また、子どもにもわかりやすい表現を用い、子ども自身も目標について理解
をしておくことが大切です。

＊参考……〈資料〉発達段階に即した人権教育の指導方法（49ページ）

〈資料〉発達段階ごとに育てたい資質・能力例（51ページ）

〈コラム〉隠れたカリキュラム

子どもの人権感覚の育成には、体系的に整備された正規の教育課程と並び、いわゆる「隠

れたカリキュラム」が重要であるとの指摘があります。「隠れたカリキュラム」とは、教
育する側が意図する、しないに関わらず、学校生活を営む中で、子ども自らが学びとって
いく全ての事柄を指すものであり、学校・学級の「隠れたカリキュラム」を構成するのは、

それらの場の在り方であり、雰囲気といったものです。
例えば、「いじめ」を許さない態度を身に付けるためには、「いじめはよくない」とい

う知的理解だけでは不十分です。実際に、「いじめ」を許さない雰囲気が浸透する学校・

学級で生活することを通じて、子どもははじめて「いじめ」を許さない人権感覚を身に付
けることができるのです。だからこそ、教職員一体となっての組織づくり、場の雰囲気づ
くりが重要です。 指導等の在り方編９ページ

５
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